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第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表

1

公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5

地区・項目議案名

説明対象地区の位置について

岳美地区

大浜地区

静岡駅 東静岡駅
草薙駅 清水駅

安倍川駅

用宗駅

地域地区
凡

例

区域区分・地域地区

石田地区

2

1



第１号議案 整備、開発及び保全の方針の変更

■都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは（都市計画法第6条の2）

3

第２号議案 区域区分の変更

■区域区分とは （都市計画法第７条）

出典︓国土交通省土地利用制度パンフレット

ｚ

無秩序な市街地の拡大を抑制し、効率的な公共投資と計画的な市街地形成
を進めるため、都市計画区域を、優先的に市街化すべき「市街化区域」と、
市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に区分すること。

区域区分のイメージ図

市街化区域

市街化調整区域
都市計画区域
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第３号議案 用途地域の変更

■用途地域とは （都市計画法第８条第１項第１号）

土地利用の基本となるものであり、それぞれの地域特性に合わせて建築物
の用途や形態の制限を行うことにより、適正な都市機能と良好な都市環境を
有する市街地の形成を図るもの。 用途地域は、住居系８地域、商業系２地
域、工業系３地域の１３種類で構成されている。

概 要用 途 地 域
中層住宅（3〜5階）を含む住宅地としての良好な住環境を保護または保全を図

る地域で病院や大学、床面積が500m2以内の店舗飲食店等は建築できます。
第一種中高層
住居専用地域

中高層住宅（4階建以上）を含む住宅地としての良好な住環境を保護または保全
を図る地域で病院や大学、床面積が1,500m2以内の店舗飲食店等は建築できます。

第二種中高層
住居専用地域

既成市街地にあって住環境を保護するための地域であり、大規模な店舗、事務
所等の立地を制限する必要のある地域です。

第 一 種
住 居 地 域

既成市街地にあって、ある程度用途の混在を許容しつつ、主として住環境を保
護する必要のある地域です。

第 二 種
住 居 地 域

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗やサービス業務を受けるための施設の
立地を図る地域です。近隣商業地域

主として環境の悪化をもたらす恐れが無い工業の利便の増進を図る地域です。準 工 業 地 域

主として工業の利便性増進を図る地域で、学校、病院、ホテル等は建築できま
せん。工 業 地 域

出典︓静岡県都市計画ガイドブック2020今回の都市計画の変更に関係する用途地域とその概要

5

第４号議案 高度地区の変更

■高度地区とは （都市計画法第８条第１項第３号）

用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図る
ため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。

静岡市では、用途地域に応じて５種類の高さ制限を指定している。

出典︓名古屋市 建物の高さのルールが変わります（一部加工）

中心市街地
(商業・業務地)

郊 外
(低層住宅地)

郊 外
(低層住宅地)

最高限４種 22ｍ
最高限５種 31ｍ

最高限３種 19ｍ
最高限２種 16ｍ
最高限１種 10ｍ

静岡市における高度地区のイメージ図

※高度地区の制限の適用しない区域
・商業地域（流通センター、蒲原以外）
・工業専用地域
・高度利用地区
・高さの最高限度を定めている地区計画区域
・容積率を緩和している地区計画区域
・特定街区
・臨港地区 など
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第５号議案 静岡都市計画公園の変更 ３・３・３号 大浜公園

■都市計画公園とは （都市計画法第11条第１項第２号）

都市計画法第11条に基づく「都市施設」のうち、主として自然環境

の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び大

震火災等の災害時の避難等の用に供することを目的とする公共空地で

ある。
出典︓都市計画運用指針

開 設 率
供 用 （開 設）計 画

区 分

（面積当り）面 積箇所数面 積箇所数

31.10%392.34 ha155 箇所1,261.38 ha169 箇所合計

20.59%176.20 ha55 箇所855.89 ha57 箇所（葵区）

87.27%105.97 ha56 箇所121.43 ha57 箇所（駿河区）

38.78%110.17 ha44 箇所284.06 ha55 箇所（清水区）

公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表
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地区・項目議案名
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第１号議案 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(＝区域マス）
位置付け

都市計画区域の整備・
開発及び保全の方針
(法第６条の２)

国 勢 調 査

個別都市計画

都市施設
(道路・公園・下水道

等）

整合

【上位計画】
静岡市総合計画

【関連計画】
総合都市交通体系計画
都市再開発方針
みどりの基本計画
産業振興プラン
中心市街地活性化基本計画

・・・等

即す 土地利用
(区域区分・地域地区）

市街地開発事業
(土地区画整理事業

等）

都市計画基礎調査

静岡市
都市計画マスタープラン
（法第18条の２）

整合

即す

即す

9

第１号議案 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

区域マスに定める事項 【都計法第６条の２第２項】

１ 都市計画の目標

（１）都市づくりの基本理念
（２）地域毎の市街地像

２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
（１）区域区分の決定の有無
（２）区域区分の方針

３ 主要な都市計画の決定の方針
（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
（４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針10

5



第１号議案 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、都市計画法第６条の
２に規定され、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、
その実現に向けての大きな道筋を明らかにする、当該都市計画区域におけ
る都市計画の基本的な方向性を示すものであり、都市計画の目標をはじめ
とし、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針、主要な都市
計画の決定の方針について定めている。

平成12年の都市計画法の改正により、全ての都市計画区域について「都
市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を定めることが新たに規定され
たものであり、本都市計画区域においても、平成16年４月に当初都市計画
決定し、その後、市町合併等も含め７回の変更を行っている。

今回、都市計画法第６条に規定され、概ね５年ごとに実施する都市計画
に関する基礎調査において、当該都市の発展の動向、人口及び産業の現状、
将来の見通し等を確認した。これらを勘案し、長期的視点に立った都市の
将来像、都市計画の基本的な方向性等を見直すため、「都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針」を本案のとおり変更する。

議案書 第１号議案 P32

11

第１号議案 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

安全なまちづくりに必要な対策を計画的かつ着実に講じるため、
「静岡市立地適正化計画」に「防災指針」を反映

■その他関係法令、関係計画や事業進捗等の反映、時点修正

12

6



第１号議案 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

13

〜集約連携都市構造「コンパクト＋ネットワーク」〜
静岡市立地適正化計画 第２章（まちづくり方針）

第１号議案 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

防災指針の対象とする
ハザードの分布状況

静岡市立地適正化計画 第６章（防災指針）

利便性の高い市街地形成区域を中心とした

全市的な防災まちづくりに係る取組み

※表中の●＝ハード対策 、 □＝ソフト対策

14

対象とする災害 ⇒

・津波 ・高潮

・洪水 ・土砂災害

・内水

7



第１号議案 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

説明資料２

15

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表
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公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5

地区・項目議案名
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第２号議案 区域区分の変更

議案書 第２号議案 P５１．市街化区域及び市街化調整区域の区分

17

静岡都市計画区域 区域区分の変更 （静岡市決定）

①岳美地区
市街化区域編入：約0.019ha
除外区域（逆線）：約0.033ha

第２号議案 区域区分の変更

議案書 第２号議案 P３

都市計画法第６条に規定された「都市計画に関する基礎調査」や、都市化の動

向、都市整備の状況、農業的土地利用の状況等を勘案し、市街化区域と市街化調

整区域との区分（区域区分）に関する都市計画を変更する。

変更理由は、当初、筆界にて線引きしていたが、その後、圃場整備事業による

筆界の変更に伴い、現在の筆界と区域区分線にずれが生じたため、現在の筆界に

合わせて区域区分界を見直す。

なお、実態として、市街化区域に編入する区域については、住宅用地として利

用されており、市街化調整区域に編入する区域については、農用地として営農し

ている。

このことから、筆界による区域区分線の修正は、周辺環境に影響が生じない範

囲での変更を行うものであるする。 18

9



いけがや
保育園

第２号議案 区域区分の変更岳美地区
議案書 第２号議案 P７

19

第２号議案 区域区分の変更岳美地区

除 外追 加地区名
約 0.033ha約 0.019ha岳美地区

区域説明表

市街化区域
に追加

市街化区域
から除外

市街化区域
に追加

市街化区域
から除外

市街化区域
から除外

20

10



第２号議案 区域区分の変更変更概要

備 考
市街化区域面積（ha）

地区名市町村名
計除外追加現行

約10,537――約10,537

静岡市
▲約0.014約0.033約0.019―岳美

約10,537約0.033約0.019約10,537合 計

変 更 概 要

21

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表
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公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5

地区・項目議案名

11



第３号議案 用途地域の変更

議案書 第３号議案 P４

圃場整備事業による筆界の変更に伴い、現在の筆界に合わ
せて区域区分を見直す岳美地区において、その区域区分界の
変更に併せて、用途地域を本案のとおり変更する。

大浜公園地区において、都市計画公園の区域内にある大浜
プールでは、施設の老朽化等により、令和２年に“大浜公園リ
ニューアル基本計画”が策定された。

このことから、今後、公園を中心とした“にぎわいの創出”
や“周辺地域の活性化への貢献”を目指し、都市計画公園（大
浜公園）の区域の変更に併せて、用途地域を本案のとおり変
更する。

石田一丁目地区では、都市計画道路 静岡下島線の整備によ
り、沿道では住居系から商業系の土地利用に転換しているこ
とから、現在の商業系土地利用に見合った用途地域に変更す
る。

23

第3号議案 用途地域の変更岳美地区
議案書 第3号議案 P８

変更地区別集計表

24

用途地域
（容積率/建蔽率）

第一種住居地域
（200 / 60）

第二種住居地域
（200 / 60）

追  加 約0.011ha 約0.008ha
除  外 約0.028ha 約0.005ha

12



第4号議案 高度地区の変更岳美地区
議案書 第4号議案 P８

変更地区別集計表
地  区  名 岳美地区

種  別
高度地区

（最高限３種））
追  加 約0.019ha
除  外 約0.033ha

25

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表

26

公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5

地区・項目議案名
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第３号議案 用途地域の変更

議案書 第３号議案 P４

圃場整備事業による筆界の変更に伴い、現在の筆界に合わ
せて区域区分を見直す岳美地区において、その区域区分界の
変更に併せて、用途地域を本案のとおり変更する。

大浜公園地区において、都市計画公園の区域内にある大浜
プールでは、施設の老朽化等により、令和２年に“大浜公園リ
ニューアル基本計画”が策定された。

このことから、今後、公園を中心とした“にぎわいの創出”
や“周辺地域の活性化への貢献”を目指し、都市計画公園（大
浜公園）の区域の変更に併せて、用途地域を本案のとおり変
更する。

石田一丁目地区では、都市計画道路 静岡下島線の整備によ
り、沿道では住居系から商業系の土地利用に転換しているこ
とから、現在の商業系土地利用に見合った用途地域に変更す
る。

27

第3号議案 用途地域の変更大浜地区
議案書 第3号議案 P9

変更地区別集計表
地  区  名
用途地域

（容積率/建蔽率）
第二種中高層住居専用地域

（200 / 60）
第二種住居地域
（200 / 60）

追  加 約  — ha 約5.093ha
除  外 約5.093ha 約  — ha

大浜地区

28

14



地  区  名

種  別
高度地区

（最高限２種）
高度地区

（最高限３種）
追  加 約  — ha 約5.093ha
除  外 約5.093ha 約  — ha

大浜地区

第4号議案 高度地区の変更大浜地区
議案書 第4号議案 P9

変更箇所別集計表

29

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表

30

公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5

地区・項目議案名
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第3号議案 用途地域の変更

議案書 第３号議案 P４

圃場整備事業による筆界の変更に伴い、現在の筆界に合わ
せて区域区分を見直す岳美地区において、その区域区分界の
変更に併せて、用途地域を本案のとおり変更する。

大浜公園地区において、都市計画公園の区域内にある大浜
プールでは、施設の老朽化等により、令和２年に“大浜公園リ
ニューアル基本計画”が策定された。

このことから、今後、公園を中心とした“にぎわいの創出”
や“周辺地域の活性化への貢献”を目指し、都市計画公園（大
浜公園）の区域の変更に併せて、用途地域を本案のとおり変
更する。

石田一丁目地区では、都市計画道路 静岡下島線の整備によ
り、沿道では住居系から商業系の土地利用に転換しているこ
とから、現在の商業系土地利用に見合った用途地域に変更す
る。

31

第3号議案 用途地域の変更石田地区
議案書 第3号議案 P10

変更地区別集計表
用途地域

（容積率/建蔽率）
第二種中高層住居地域

（200 / 60）
凖住居地域

（200 / 60）
近隣商業地域
（300 / 80）

追  加 約  — ha 約  — ha 約0.184ha
除  外 約0.131ha 約0.053ha 約  — ha

32

【凡 例】
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第4号議案 高度地区の変更石田地区
議案書 第4号議案 P10

変更箇所別集計表
地  区  名

種  別
高度地区

（最高限２種）
高度地区

（最高限３種）
高度地区

（最高限５種）
追  加 約  — ha 約  — ha 約0.194ha
除  外 約0.131ha 約0.053ha 約  — ha

石田地区

33

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表

34

公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5

地区・項目議案名

17



議案書 第５号議案 P５

【位置】
駿河区西島字浜道西堤添

第５号議案 静岡都市計画公園の変更 ３・３・３号 大浜公園

３・３・３号 大浜公園

変更理由
本公園は、JR静岡駅から南へ約５キロメートルの駿河区西島地

区に位置し、駿河湾に面し、周辺は低密度の良好な住宅地である。
昭和29年に近隣公園として都市計画決定され、さらに昭和49年に
は、利用者の増加に伴い、都市計画公園の区域が変更された。公
園内にある大浜プールは、無料で利用できる人気の公共施設であ
り、長年市民に愛されてきたが、近年は施設の老朽化が進行し、
維持管理費の増加等が課題となっている。

「静岡市都市計画マスタープラン」では、公園・緑地は、集約
連携型都市構造実現に向け、既存公園の適正な維持管理に努め、
長寿命化を図るとしている。

こうしたことから、本市は令和２年に「大浜公園リニューアル
基本計画」を策定し、民間活力を導入しながら、魅力あふれる
プール施設や公園施設を整備し、これまで以上に地域に親しまれ
る公園となるよう、リニューアル事業を進めるとしている。

これにより、公園区域を見直した結果、公園区域を変更する必
要が生じため、本案のとおり変更する。

議案書 第５号議案 P３

第５号議案 静岡都市計画公園の変更 ３・３・３号 大浜公園
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第５号議案 静岡都市計画公園の変更 ３・３・３号 大浜公園

■静岡市都市計画マスタープラン（平成２８年３月策定）

公園・緑地は、集約連携型都市構造実現に向け、既存公園の適正な

維持管理に努め、長寿命化を図る。

また、公園が不足している地域や今後居住を誘導する地域への新設

等により、身近なみどりの創出に取り組む。

第５号議案 静岡都市計画公園の変更 ３・３・３号 大浜公園

【大浜公園の区域見直し】
計画平面図（参考図）

■大浜公園リニューアル基本計画
民間活力を導入しながら、魅力あふれるプール施設や公園施設を整

備し、これまで以上に地域に親しまれる公園となるよう、リニューア
ル事業を進める。

19



◆事業スケジュール

・令和５年︓解体工事・公園再整備工事
・令和６年︓公園再整備工事
・令和７年︓リニューアルオープン

第５号議案 静岡都市計画公園の変更 ３・３・３号 大浜公園

＜参考＞

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表

40

公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5

地区・項目議案名
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第3号議案 用途地域の変更

都市計画用途地域を次のとおり変更する 議案書 第3号議案 P１

種　類
建築物の
容 積 率

建築物の
建 蔽 率

外 壁 の
後退距離
の 限 度

建築物の
敷地面積
の 最 低
限    度

建築物の
高 さ の
限    度

その他及び
備      考

約 71.4 ha 6/10以下 4/10以下 － 200㎡ 10ｍ

約 156.1 ha 6/10以下 4/10以下 － － 10ｍ

約 33.8 ha 8/10以下 4/10以下 － 200㎡ 10ｍ

約 218.5 ha 8/10以下 5/10以下 － － 10ｍ

小 計 約 479.8 ha 4.6％

第 二 種 低 層
住 居 専 用 地 域

－ － － － － －

約 60.4 ha 10/10以下 4/10以下 － － －

約 1,035.7 ha 15/10以下 6/10以下 － － －

約 546.6 ha 20/10以下 6/10以下 － － －

小 計 約 1,642.7 ha 15.6％

約 41.3 ha 15/10以下 6/10以下 － － －

約 1,459.5 ha 20/10以下 6/10以下 － － －

小 計 約 1,500.8 ha 14.2％

約 0.9 ha 15/10以下 6/10以下 － － －

約 1,662.1 ha 20/10以下 6/10以下 － － －

約 62.1 ha 20/10以下 8/10以下 － － －

約 1.5 ha 30/10以下 6/10以下 － － －

小 計 約 1,726.6 ha 16.4％

第 二 種
住 居 地 域

約 1,069.2 ha 20/10以下 6/10以下 － － － 10.1％

準 住 居 地 域 約 57.6 ha 20/10以下 6/10以下 － － － 0.5％

田 園 住 居 地 域 － － － － － － －

約 239.6 ha 20/10以下 8/10以下 － － －

約 323.1 ha 30/10以下 8/10以下 － － －

小 計 約 562.7 ha 5.3％

約 7.7 ha 20/10以下 － － － －

約 249.0 ha 40/10以下 － － － －

約 92.7 ha 50/10以下 － － － －

約 53.0 ha 60/10以下 － － － －

小 計 約 402.4 ha 3.8％

準 工 業 地 域 約 1,680.0 ha 20/10以下 6/10以下 － － － 15.9％

工 業 地 域 約 1,146.4 ha 20/10以下 6/10以下 － － － 10.9％

工 業 専 用 地 域 約 268.9 ha 2.6％

合 計 約 10,537 ha 100％

近 隣 商 業 地 域

面　積

第 一 種 低 層
住 居 専 用 地 域

建築物の敷地面
積の最低限度の
適用除外規定に
ついては別紙の
とおり

－

第 一 種 中 高 層
住 居 専 用 地 域

商 業 地 域

第 二 種 中 高 層
住 居 専 用 地 域

第 一 種
住 居 地 域

41

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表

42

公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5
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第4号議案 高度地区の変更

都市計画高度地区を次のとおり変更する

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

議案書 第4号議案 P１

差し替え予定

43

第62回 静岡市都市計画審議会 議案一覧表

44

公園石田大浜岳美議案

静岡都市計画 都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針の変更

1

●静岡都市計画区域区分の変更2

●●●静岡都市計画用途地域の変更3

●●●静岡都市計画高度地区の変更4

●静岡都市計画公園の変更5
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◆変更概要 議案書 第５号議案 P４

第５号議案 静岡都市計画公園の変更 ３・３・３号 大浜公園

【概要】

第５号議案 静岡都市計画公園の変更 ３・３・３号 大浜公園

３・３・３号 大浜公園

３・３・３号大浜公園名称

当初決定︓昭和29年４月26日
変更︓昭和49年３月26日（0.77ha追加）
変更︓平成23年２月９日（区域変更、面積そのまま）

告示

近隣公園種別

駿河区西島地内位置

3.1ha面積
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都市計画手続について

静岡市決定（静岡県協議）静岡市決定（大臣同意）都市計画の種類

手 続 用途地域、高度地区、公園
都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針
区域区分

縦覧期間︓令和７年７月３日
〜令和７年７月17日

縦覧者 ︓なし
公述申出︓なし

縦覧期間︓令和７年７月３日
〜令和７年７月17日

縦覧者 ︓なし
公述申出︓なし

①都市計画原案の縦覧
都市計画法第16条第1項
静岡市都市計画公聴会規則第3条

令和７年８月４日︓中止
（公述の申し出がないため）

令和７年８月４日︓中止
（公述の申し出がないため）

②公聴会
静岡市都市計画公聴会規則第3条

〜令和７年12月③関係機関協議
都市計画案確定

縦覧期間 ︓令和７年12月12日〜令和7年12月26日
縦覧者 ︓0名
意見書の提出︓なし

④都市計画案の縦覧
都市計画法第17条第1項

令和８年１月28日⑤都市計画審議会
令和８年３月頃 予定⑥告示 47
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